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憲法違反の｢駆け付け警護」自衛隊は南スーダンから撤退を

ＰＫＯ参加５原則守らぬ政府

戦争法強行から１年1ヶ月

午後６:３０より市役所前で

集会とパレードが行われます。

ご一緒に参加しましょう。

南
ス
ー
ダ
ン
で

殺
し
殺
さ
れ
る
新
任
務

安
倍
内
閣
は
内
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
南
ス
ー

ダ
ン
の
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
に
11

月
か
ら
派
兵
予
定
の
部
隊
に
新
任
務
を
命
じ
る

た
め
に
至
近
距
離
で
の
戦
闘
訓
練
な
ど
を
開
始

し
て
い
ま
す
。

70
年
間
守
っ
て
き
た
平
和
主
義
を
捨
て
去
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
戦
争
法
」
が
施
行
さ
れ
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
参
加

す
る
自
衛
隊
部
隊
は

○
他
国
部
隊
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
職
員
が
攻
撃
さ
れ
た

と
き
に
応
戦
す
る
「
駆
け
付
け
警
護
」

○
宿
営
地
へ
の
攻
撃
に
外
国
軍
と
共
同
し
て

応
戦
す
る
活
動
等
、
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
基
本
的
に
憲
法
9
条
違
反
で
す
。

Ｐ
Ｋ
Ｏ
参
加
５
原
則
と
は

自
衛
隊
が
Ｐ
Ｋ
Ｏ(

国
連
平
和
維
持
活
動
）

に
参
加
す
る
際
の
条
件
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
に
次

の
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①

紛
争
当
事
者
間
で
停
戦
合
意
が
成
立

。

②

当
該
地
域
の
属
す
る
国
を
含
む
紛
争
当
事

者
が
Ｐ
Ｋ
Ｏ
及
び
日
本
の
参
加
に
合
意

し

て
い
る
こ
と
。

③

中
立
的
立
場
を
厳
守
す
る
事
。

④

右
の
基
本
方
針
の
い
ず
れ
か
が
満
た
さ
れ

な
い
と
き
は
部
隊
を
撤
収
で
き
る
こ
と
。

⑤

武
器
の
使
用
は
要
員
の
生
命
等
の
防
護

の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
物
に
限
ら
れ
る

こ
と
。

現
在
、
南
ス
ー
ダ
ン
で
は
日
常
的
に
戦
車
や

軍
用
ヘ
リ
が
戦
闘
行
為
を
行
っ
て
い
ま
す
。

混
乱
し
た
場
所
で｢

駆
け
付
け
警
護｣

等
を
行
え

ば｢

殺
し
・
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
の
は
明

ら
か
で
す
。
戦
争
す
る
国
づ
く
り
は
お
断
り
。

自
民
党
改
憲
草
案
の

緊
急
事
態
条
項
と
は

（
緊
急
事
態
の
宣
言
）

自
民
党
改
憲
案
第
九
十
八
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の

武
力
攻
撃
、
内
乱
等
に
よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱
、
地

震
等
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
そ
の
他
の
法
律
で

定
め
る
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

閣
議
に
か
け
て
、
緊
急
事
態
の
宣
言
を
発
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

自
民
党
改
憲
案
第
九
十
九
条

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
は
法
律
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、

内
閣
総
理
大
臣
は
財
政
上
必
要
な
支
出
そ
の
他
の
処

分
を
行
い
、
地
方
自
治
体
の
長
に
対
し
て
必
要
な
指

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
民
党
改
憲
草
案
は
基
本
的
に
は
明
治
憲
法
に
戻

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

改
憲
草
案
の｢

緊
急
事
態
宣
言｣

を
安
倍
内
閣
が

「
閣
議
決
定
」
す
れ
ば
、
後
は
憲
法
や
様
々
な
法
律

を
無
視
し
て
法
律
と
同
等
の
効
力
を
持
つ
「
政
令｣

を
自
由
に
公
布
し
て
財
政
も
地
方
自
治
体
も
言
い
な

り
、
国
民
の
自
由
も
厳
し
く
制
限
、
事
実
上
の｢

戒

厳
令｣

と
な
っ
て
し
ま
う
事
に
な
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地
震
な
ど
の
大
災
害
で
は

地
方
自
治
体
が
国
の
支
援
を
受
け
て
救
助
や
復
興
に

あ
た
っ
て
い
ま
す
の
で
国
が
勝
手
に
や
る
こ
と
に
つ

い
て
は
多
く
の
自
治
体
が
必
要
な
い
と
話
し
て
い
ま

す
。
安
倍
内
閣
は
理
由
を
付
け
て
「
独
裁
」
を
狙
っ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

独
裁
政
治
狙
う
安
倍
内
閣

洛西平和ネット｢憲法カフェ」のお知らせ
9月から初めています。

10月22日(土)午後1時45分受付 2時から3時30分まで

テーマ 日本国憲法と私たちのいのち・暮らし・平和

講師 高木野衣 京都第一法律事務所弁護士

11月26日(土)午後1時45分受付 2時から3時30分まで

テーマ 自民党改憲案でいのち・くらし・平和はどうなる

講師 諸富 健 市民共同法律事務所弁護士

会場 カフェ欅（けやき）境谷会館内

桂西口から西２番乗車 境谷センター前下車

会費 各回５００円(コーヒー代＋資料代)

申し込み 洛西平和ネット事務局 tel/fax 075-874-4876

衆
議
院
選
挙
で
野
党
協
力
強
め

改
憲
勢
力
を
少
数
に

安
倍
内
閣
で
良
く
な
っ
た
こ
と
が
有
る
で
し
ょ
う

か
。
消
費
税
が
８
％
に
上
げ
ら
れ
国
民
生
活
は
大
変

で
す
。
国
民
が
買
い
物
を
減
ら
し
た
た
め
不
景
気
に
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
円
安
で
儲
け
た
の
は
一
部
の
大
富

豪
と
大
企
業
、
働
く
人
の
賃
上
げ
は
増
税
に
も
追
い

つ
か
ず
、
大
企
業
の
儲
け
は
株
主
と
経
営
者
に
。

国
民
の
年
金
掛
金
を
株
に
つ
ぎ
込
み
10
兆
円
を
超

え
る
赤
字
、
し
か
し
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
理
事
長
報
酬
、
独

立
行
政
法
人
ト
ッ
プ
の
３
１
３
０
万
円
、
証
券
会
社

手
数
料
３
８
３
億
円
、
ど
こ
ま
で
食
い
物
に
。

憲
法
９
条
を
変
え
て｢

戦
争
す
る
国
へ｣

軍
事
費
拡

大
・
社
会
保
障
削
減
、
さ
ら
に
介
護
保
険
の
大
改
悪
。

今
こ
そ
野
党
は
共
同
し
て
参
議
院
選
挙
の
よ
う
に

衆
議
院
選
挙
を
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

戦
争
法
無
く
そ
う
・
憲
法
９
条
守
れ
・
平
和
が
一
番
。




